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八女市立学校における教育活動の再開について 

 

 常日頃より、各学校の教育活動に対してご協力いただきありがとうございます。 

 さて、政府が、福岡県に対する特定警戒都道府県の指定を解除したことに伴い、

福岡県教育委員会は、県立学校の５月２５日以降の全面的な開校を通知しました。 

 この県の状況を踏まえ、下記のように、八女市立学校の教育活動を再開します。 

つきましては、引き続き、各ご家庭における感染症対策に万全を期していただ

きますようお願いします。 

記 

 

１ 分散登校について 

 〇 ５月２１日（木）と２２日（金）に実施します。 

〇 学校によっては、５月１８日以降に、登校日が設定される場合があります。 

２ 学校再開について   

〇 ５月２５日（月）から学校を再開します。５月中は午前中授業とします。 

〇 ５月２７日（水）から給食を開始します。６月第１週までは、簡易給食と 

します。 

３ 部活動について 

〇 ５月２７日（水）から再開します。なお、６月１４日（日）まで、土日の活

動及び対外試合は行いません。 

 
【問い合わせ先】 

八女市教育委員会 学校教育課 

TEL  0943-23-1954 

FAX  0943-24-4331 


